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総務厚生常任委員会会議録

【開会】･････････････････････････････････････････････････････････････････････････３

【議案第 １号】平成２８年度矢板市一般会計補正予算（第５号）･････････････････････４

【議案第 ２号】平成２８年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第２号）･････････････１０

【議案第 ３号】平成２８年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）･････････１２

【議案第 ４号】平成２８年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）･･･････１４

【議案第 ８号】矢板市行政組織条例の一部改正について････････････････････････････１４

【議案第 ９号】矢板市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について･１６

【議案第１０号】矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

････････････････････････････････････････････････････････････････１７

【議案第１１号】矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について･･････････１７

【議案第１２号】矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部改正について･･････････････････････････････････１７

【議案第１３号】矢板市市税条例等の一部改正について･･････････････････････････････１９

【議案第１４号】矢板市国民健康保険税条例の一部改正について･･････････････････････１９

【議案第１５号】財産の処分について･･････････････････････････････････････････････２０

【議案第１７号】片岡デイサービスセンターの指定管理者の指定について･･････････････２１

【陳情第２３号】「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」に関する陳情･･････････････････２１

【委員長報告】･･･････････････････････････････････････････････････････････････････２２

【閉会】････････････････････････････････････････････････････････････････････････２２

１ 日 時

平成２８年１２月８日(木) 午前９時５４分（開会）～午後１時４２分（閉会）

２ 場 所 第１委員会室

３ 出席委員（８名）

委員長 和田 安司

副委員長 小林 勇治

委 員 髙瀬 由子、櫻井 惠二、関 由紀夫、

石井 侑男、中村 有子、大島 文男

４ 欠席委員 なし

５ 説明員（３４名）

⑴ 総合政策課（３人）
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①総合政策課長 横塚順一 ②電算統計班長 石川民男

③政策企画担当 村上治良

⑵ 秘書広報課（1人）
①秘書広報課長 柳田和久

⑶ 総務課（５人）

①総務課長 三堂地陽一 ②行政担当 佐藤賢一

③人事担当 小野﨑賢一 ④財政担当 佐藤裕司

⑤管財担当 関谷一男

⑷ 税務課（５人）

①税務課長 鈴木康子 ②管理収納担当 柳田恭子

③市民税担当 和氣千晴 ④資産税担当 手塚正之

⑤徴収担当 後藤一浩

⑸ 社会福祉課（４人）

①社会福祉課長 永井進一 ②社会福祉担当 阿久津功

③障がい担当 駒野和代 ④生活福祉担当 斎藤浩明

⑹ 高齢対策課（３人）

①高齢対策課長 石﨑五百子 ②高齢福祉担当 加藤清美

③介護保険担当 日賀野真

⑺ 子ども課（４人）

①子ども課長 沼野晋一 ②泉保育所長 星野朝子

③健康支援担当 丸谷久美子 ④保育担当 塚原由

⑻ 市民課（３人）

①市民課長 薄井初江 ②市民・年金担当 柳田視伸

③戸籍担当 星哲也

⑼ 健康増進課（３人）

①健康増進課長 細川智弘 ②健康増進担当 宮本典子

③国保医療担当 髙久聡子

⑽ くらし安全環境課（１人）

①くらし安全環境課長 小野寺良夫

⑾ 出納室（１人）

①室長 髙沢いづみ

⑿ 選挙監査事務局（１人）

①選挙監査事務局長 小瀧新平

６ 担当書記 水沼宏朗、藤田敬久
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７ 付議事件

【議案第 １号】平成２８年度矢板市一般会計補正予算（第５号）

【議案第 ２号】平成２８年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第２号）

【議案第 ３号】平成２８年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

【議案第 ４号】平成２８年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

【議案第 ８号】矢板市行政組織条例の一部改正について

【議案第 ９号】矢板市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

【議案第１０号】矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

【議案第１１号】矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

【議案第１２号】矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部改正について

【議案第１３号】矢板市市税条例等の一部改正について

【議案第１４号】矢板市国民健康保険税条例の一部改正について

【議案第１５号】財産の処分について

【議案第１７号】片岡デイサービスセンターの指定管理者の指定について

【陳情第２３号】「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」に関する陳情

８ 会議の経過及び結果

【開会】

○委員長（和田安司） ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しているから、会議は成立

している。ただいまから総務厚生常任委員会を開会する。 （９時５４分）

○委員長 これより議事に入る。この委員会に付託された案件は

【議案第 １号】平成２８年度矢板市一般会計補正予算（第５号）

【議案第 ２号】平成２８年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第２号）

【議案第 ３号】平成２８年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

【議案第 ４号】平成２８年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

【議案第 ８号】矢板市行政組織条例の一部改正について

【議案第 ９号】矢板市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について

【議案第１０号】矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

【議案第１１号】矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

【議案第１２号】矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例の一部改正について

【議案第１３号】矢板市市税条例等の一部改正について

【議案第１４号】矢板市国民健康保険税条例の一部改正について

【議案第１５号】財産の処分について

【議案第１７号】片岡デイサービスセンターの指定管理者の指定について
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【陳情第２３号】「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」に関する陳情

の１４件である。

【議案第１号】

○委員長 「議案第１号 平成２８年度矢板市一般会計補正予算（第５号）」を議題とする。提

案者の説明を求める。

○総務課長（三堂地陽一）

（「平成２８年度矢板市補正予算書」１頁を朗読、２頁から６頁により説明、詳細について「平

成２８年度予算に関する説明書」４頁から２５頁により説明。）

今回の補正予算の主な内容は、国の未来への投資を実現する経済対策の実行に伴う平成２８

年度の二次補正予算への対応。臨時福祉給付金、施設改修などの事業展開によるもの。さらに

は前年度の国庫補助事業等の精算にともなう返還等の調整及び平成２８年度人事院勧告による

人件費の追加等である。

歳入

１０款１項１目 地方交付税は、普通交付税で１億８０万７千円の増。

１２款２項２目 民生費負担金は、社会福祉費負担金として１０万３千円の増。これは、矢

板市と塩谷町で行う手話奉仕員養成研修のための負担金で、塩谷町の負担金として同額を

見込んでいるもの。

１４款１項１目 民生費国庫負担金は、１，８７７万７千円の増。まず１節の社会福祉費負

担金が１，４７５万６千円の増で、内訳は、障害福祉サービスあるいは補装具等の給付に

係る障害者自立支援給付費負担金１，２５０万円の増と、療養介護医療負担金２２５万６

千円の増。次に２節の児童福祉費負担金が４０２万１千円の増で、これは施設型等給付費

負担金。

１４款１項２目 衛生費国庫負担金は、養育医療費負担金として５４万円の増。

１４款２項１目 総務費国庫補助金は、６６万７千円の増。これは精算に伴う個人番号付番

システム構築補助金４１万４千円の減と、地方創生推進交付金１０８万１千円の増。

１４款２項２目 民生費国庫補助金は、９，９６１万７千円の増で、これは社会保障関係シ

ステム改修補助金４３万５千円の増と、臨時福祉給付金等給付事業費補助金９，９１８万

２千円の増

１４款２項４目 農林水産業費国庫補助金は、９０万４千円の増。これは二次補正に伴う飼

料生産基盤利活用促進緊急対策事業費補助金。

１４款２項７目 教育費国庫補助金は、２，６２６万６千円の増。これは二次補正による学

校施設環境改善交付金で、矢板中学校のトイレを改修するもの。

１５款１項１目 民生費県負担金は、９３９万２千円の増。これは、１節社会福祉費負担金

として、障害者自立支援給付費負担金６２５万円の増と療養介護医療負担金１１２万８千
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円の増によるもの及び２節児童福祉費負担金として２０１万４千円の増によるもの。

１５款１項２目 衛生費県負担金は、養育医療費負担金として２７万円の増で母子保健につ

いてのもの。

１５款２項２目 民生費県補助金は、６６万円の減。内訳は子育て総合支援事業費補助金４

５３万円の増と、学童保育館建設補助事業補助金が５１９万円の減である。この減は、社

会福祉法人アップルが整備している学童保育館の建設補助の基準額が変更になったことに

よるもの。

１８款１項１目 財政調整基金繰入金は、１億２３１万７千円の増。

２１款１項６目 教育債は、５，３２０万円の増で中学校教育施設等整備事業として起債し

たもの。

歳出

説明の前に、冒頭で申し上げたとおり今回は人事院勧告に伴うものがあり、それぞれの款

項目において職員給与費等の引き上げが関わっているため、はじめに予算に関する説明書２

２頁、２３頁により説明する。

特別職と一般職で分けているが、それぞれ期末手当について年間で１００分の１０上がる

ことになる。引き上げ分については６月は支給しておらず、１２月で１年分を支給すること

になるため、今回の補正予算に計上している。その結果、補正後と補正前を比較すると、議

員各位および市長等の特別職では、期末手当が２２万３千円の増、通勤手当が２万６千円の

増となり合計２４万９千円の増。

一般職については給料も引き上げがあり、新採用及び若年層職員は１，５００円の引き上

げ、それ以外の職員等については平均で４００円引き上げになり、比較すると４５９万円の

増となる。また、職員手当については１，４１１万２千円の増で、扶養手当、期末手当、勤

勉手当、時間外手当等が含まれる。このうち最も大きいのは勤勉手当で８３６万１千円であ

る。合計で１，８７０万２千円の増となる。職員数は２２６名だが、その分の給料、手当が

上がった分がそれぞれの款項目に含まれている。

１款１項１目 議会費は５２万９千円の増で、人勧に伴う職員４人分の給与費等。

２款１項１目 一般管理費は６４８万３千円の増。これは人勧に伴う職員４０人分の給与費

等４９９万１千円の増と、傷病で休んでいる職員１名及び欠員による臨時職員１名の計２

名分の人事給与管理費１４９万２千円の増である。

２款１項２目 広報広聴費は、シティプロモーション事業委託料として１００万円の増。こ

れは自転車のプロのサイクルレースを活用した地域の魅力発信事業として、パンフレット

あるいは新聞折り込みを委託するためのもの。地方創生推進交付金が充てられる。

２款１項３目 財政管理費は、１億１７３万４千円の増。これは東日本大震災に伴い特別交

付税が交付されたが、これを精査した結果、もらいすぎていた分である。これまでは返還

する制度がなかったが、このほど返還する制度ができたため返還するもの。主な内容は都
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市建設課で実施した滑動崩落緊急対策事業である。

２款１項６目 企画費は、１００万円の増。これは、大田原市、那須町と矢板市及び民間か

らプロのサイクルチームである那須ブラーゼンが入り、サイクルツーリズム推進協議会と

いうものを立ち上げ、ＰＲ活動やボランティア等の体制整備を行うための負担金。地方創

生推進交付金が充てられる。

２款２項１目 税務総務費は、７３万９千円の増で、人勧に伴う職員１７人分の給与費等。

２款２項２目 賦課徴収費は、１８０万１千円の増。これは法人市民税等の還付金等

の追加計上による１５０万円の増と、申告に伴い臨時職員２人を雇う予定であり、これに

伴う賃金等として３０万１千円を計上するもの。職員の時間外を抑えるという意味合いも

ある。

２款３項１目 戸籍住民基本台帳費は、７１万７千円の増。職員給与費等は１０人分で４８

万９千円の増。また、戸籍住民基本台帳事務費２２万８千円の増は、自動交付機の保守及

びリース料である。

２款４項１目 選挙管理委員会費は、３万２千円の増で職員１人分。

２款５項１目 統計調査総務費は、９万９千円の増で職員２人分。

２款６項１目 監査委員費は、４万１千円の増で職員２人分。

３款１項１目 社会福祉総務費は、１億３，６９２万４千円の増。これは、まず職員給与費

等として１９人分、９３万９千円の増。

次に社会福祉総務費として国の二次補正に伴う臨時福祉給付金給付事業９，９１８万２

千円の増については、このうち補助及び交付金として９，３００万円が計上されており、

これは一人あたり１万５千円で、６，２００人分を対象として見込んでいる。

そのほかは臨時職員及び事務費等の経費である。

次に障害者総合支援事業２，９５１万３千円の増については、障害者福祉サービス費２，

５００万円と療養介護医療費１５１万３千円。

次に生活困窮者自立支援事業２５９万５千円の増については、前年度事業精算による国

庫負担金の返還。

次に国民健康保険特別会計繰出金２８万円の増については、人勧に伴うもの。

次に後期高齢者医療費４９９万１千円の増については、精算に伴う確定。

次に後期高齢者医療広域連合負担金５７万６千円の減については精算に伴う確定。

３款１項２目 老人福祉費１，６３３万４千円の増については、保険給付費の増加による介

護保険特別会計への繰出金。

３款２項１目 児童福祉総務費２９万５千円の増は、人勧に伴う職員１１人分の給与費等２

７万９千円と、県下の市町からの負担金で運営しているとちぎ未来クラブに対する負担金

１万６千円である。

３款２項２目 児童措置費３，４０６万３千円の増は、給付単価の改正があった。子どもを

保育園に預ける際にかかる費用があり、市が施設に対し扶助費として支出している。例え

ば０～２歳児の場合、１人あたり約２０万円かかる。子どもの数は減っているが０～２歳
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児を預ける人数は増えているため増額するもの。

３款２項４目 児童福祉施設費は、３６万１千円の減。これは、まず学童保育館活動支援事

業として７４２万５千円の増については、民間のぴっころ保育園、かたおか保育園に対す

る補助及び交付金で、学童に預ける子どもが増えたことによるもの。一方、児童館等建設

事業の補助及び交付金を７７８万６千円減額している。これは社会福祉法人アップルが建

てている学童保育館について建設費補助の基準額が変更になったことによる減額である。

３款３項１目 生活保護総務費２，６８０万９千円の増については、人勧に伴う職員４人分

の給与費等３８万３千円の増と、生活保護運営対策費として、前年度事業の精算に伴う返

還金として２，６４２万６千円を計上している。

４款１項１目 保健衛生総務費１５３万６千円の増については、人勧に伴う職員１９人分の

給与費等６８万６千円と、療育医療費として妊婦健診の際の助成が増えたことによる母子

保健事業扶助費８５万円の増。

６款１項２目 農業総務費４６７万８千円の増は、人勧に伴う職員２２人分の給与費等。

６款１項４目 畜産業費１８０万９千円の増は、二次補正による補助を受けてのもので、八

方牧場開牧の際に地面をならすため、トラクターの前部に付けるシャベルのような部品で

あるフロントローダーを備品として購入することによるもの。２分の１補助。

６款２項２目 林業振興費１００万円の増は、今年度、鳥獣被害がたいへんな件数になって

おり、改善のため鳥獣被害対策実施隊を設置する。不足している罠を購入するなど準備の

ために補助するもの。準備支度金として１回限りの補助だが、要綱を作成して臨む。

７款１項１目 商工総務費４５万５千円の増は、人勧に伴う職員６人分の給与費等２６万１

千円と、やいたブランド認証事業において申請件数が増えたことによる１９万４千円の増。

１件あたり２０万円補助を出している。

８款１項１目 土木総務費は、１１１万４千円の増で、人勧に伴う職員１２人分の給与費等。

８款２項２目 道路維持費は、３９８万円の増で、まず市道維持管理費として９８万円を追

加。これは今後に備えた融雪剤の購入費及び安全対策のためのカラーコーン等の機材購入。

次に認定外道路整備事業として３００万円を計上。これは安沢小学校東側に認定外道路が

あり、その先に人家がたくさんあるが、非常に通行がしづらいとのことで対応するもの。

８款３項１目 河川費は、４００万円の増。これは普通河川整備事業で、鹿島町ヨークベニ

マル北側から木幡西に至る富田用水があり、木幡西の方へ行くと氾濫してしまうため、改

善のための河道計画を立てるためのもの。

８款４項１目 都市計画総務費は、５３万２千円の増で、人勧に伴う職員７人分の給与費等。

８款４項４目 公共下水道事業費は、１，３１２万円の減。これは前年度繰越金確定に伴う

減額。

８款５項１目 住宅管理費は、１０万８千円の増で、人勧に伴う２人分の給与費等。

１０款１項１目 教育委員会費は、２万２千円の増。これは教育長交際費で、当初５万円を

計上していたが、香典等想定外の支出があったため追加するもの。

１０款１項２目 事務局費は、６２万３千円の増で、人勧に伴う職員１０人分の給与費等６
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２万１千円の増と、教職員研修事業の精算に伴う国庫返還分２千円。これは学習支援を実

施したものである。

１０款２項１目 小学校学校管理費は、４０万５千円の増で、人勧に伴う用務員、調理員１

２人分の給与費等。

１０款３項１目 中学校学校管理費は、２７万２千円の増で、人勧に伴う用務員、調理員８

人分の給与費等。

１０款３項３目 学校建設費は、７，４５０万円の増。国の二次補正による学校施設環境改

善交付金を活用した矢板中学校トイレ改修。

１０款４項１目 社会教育総務費は、２０４万７千円の増で、人勧に伴う職員２０人分の給

与費等１９８万１千円の増と、山縣有朋記念館の天井改修が必要となり６万６千円を計上

するもの。改修費用全体としては約２６万３千円かかるが、県が５０％、市が２５％、事

業主が２５％をそれぞれ負担することになる。

最後に、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出

額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書については、集団健康診査・検診業

務委託として、平成２９年度から３１年度までの３年分の限度額として１億４，４００万円を

支出予定額としている。内訳は国県支出金が１２０万円、一般財源が１億４，２８０万円であ

る。

○委員長 これより議案第１号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○大島委員 ９頁の財政管理費のなかで１億円を越える返還金があるが、国からの災害対策関

係の費用かと思うが、これは使わなかったということなのか。国の財政が厳しいなかで新た

に出来たものかもしれないが、どのような内容で返還するような状況になったのか。

○総務課長 端的に申し上げると使わなかったお金である。要求当時は混乱もあったかと思う

が、５億円かかると言っていたものが４億円で済んだ。このような余剰金についてはどこの

自治体でも持っているようだが返すすべがなかった。今回、国で返還する制度ができて返す

ようにとのことであったので返すもの。使ってはいるが余剰が出たということである。

○大島委員 今まではどのような取り扱いをしていたのか。

○総務課長 基金に積んでいた。

○石井委員 今の質問に関連するが、基金に積んでいたということであるが、具体的には国か

らの交付金の返還ということで、例えば東日本大震災の復興交付金であるとかいったものの

余ったお金ということではないという認識でよいか。復興推進交付金やそれに伴う交付金が

２本きていたかと思う。団地の地盤が滑動したところ、あるいは道路の改修にほとんど使っ

たという認識があるが、その辺の交付金の返還という形ではないのか。

○委員長 滑動崩落に対する事業だけに対するものなのか、東日本大震災に対応するものだけ

なのか、災害に対して余ったお金なのかということの確認でよいか。

○石井委員 よい。
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○総務課長 さきほど滑動崩落緊急対策事業が大きなものとして申し上げたが、当時の資料を

みると、ソフト事業、ハード事業含めてかなりのボリュームで国からメニューが来ていた。

それを精査した結果を合わせると１億円に達したということである。

○石井委員 基本的に国から来たお金だから返すということであれば、どのような形で来たの

か。

○総務課長 補助事業を行うにあたり裏負担分があるが、そのすべてを特別交付税という形で

でもらっていたものである。

○石井委員 １５頁。児童館等建設事業として７００万円余が減額されている。これは制度の

基準額が変更とのことだが、具体的にこれまでの建設費補助とどう違ったのか。また、運営

する相手側に対しては補助の割合が減って逆に支障はなかったのか。

○子ども課長（沼野晋一）大きな理由としては、当初見込んでいた額と県で決定された補助基

準額が変わったことであり、それを受けて今回補正をしたもの。ぴっころ保育園で学童保育

館を建てるのは２回目だが、前回は市を通らず県から直接補助がいった。そのときに県の補

助がその当時の補助基準額で３分の２がいっていた。今回は市を通って３分の２の補助があ

るというところで、３分の２の補助金を県からいただき、残り３分の１を市から出すものと

思い予算計上をしたが、実際は市もあわせて３分の２の補助ということになり、３分の１だ

け多く見積もっていた。補助金自体は補助基準額で５０万円ほど上がっているが、ぴっころ

保育園にとっては３分の２の補助を実質的にはもらえるというところでは同じである。予算

計上のうえでは市の予算だけ多めにとってしまったということなので、ぴっころ保育園のほ

うにとっては補助金額としての大きな変更はない。どちらかというと増額になったというこ

とになる。

○石井委員 ２２頁の給与明細書について。時間外手当が２７５万円増額されている。補正後

の額を職員数２２６名で単純に割ると年間の１人あたり時間外手当としては約２３万円くら

いになる。政府でも働き方改革ということで、できるだけ時間外労働を減らそうと、市にお

いても極力削減しようという認識のなかで、もちろんこの額については適当であるとは思う

が、１人あたり約２３万円という数字はどうなのかということについて伺いたい。

○総務課長 まず想定外の時間外が考えられる。そのひとつとしては今年度、被害はなかった

が災害があった。職員は警報が出れば事務所に集合し一晩中対応に追われる。パトロールな

ども建設分野に限らず、ほかの施設を持っている分野も行う。また、人的配置。石井議員か

らはいつもご指摘をいただいているが、職員は減らしている手前、１人の歯車が大きいとい

うか、１人でいろいろなものをこなさなければならないという現実がある。したがって電話

対応についても長い人が職員を悩ませている。３０分くらいかかることもある。忙しくても

電話や窓口は第一義的に対応しなければならないということで、そういったものに時間がと

られ、事務も雑多になっている。時間内にこなそうとはしているが、そういった対応が増え

てきている。１人の歯車が大きいということが挙げられる。課長、リーダー以下、マネジメ

ントはしっかりさせていただいているが、そのなかでもそういった対応が増えてきているの

は事実である。人事のほうも人を増やしたいが増やせない。先ほどの説明のなかでも申し上
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げたが、時間外を減らすための試みとして税務課で臨時職員を雇うなど手は打っていきたい。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ私から確認をしたい。９頁の企画調整費として他のまちと一緒に新たな事

業を行うということだったが、大田原市、那須町、矢板市の２市１町で間違いないか。那須

塩原市は入っていないのか。

○総合政策課長（横塚順一） 今年度は矢板市と那須町の１市１町での取り組みを考えている。

この事業は地方創生推進交付金を使った事業で、平成２８年、２９年、３０年の３年間の事

業として考えており、来年以降は那須塩原市、さらには大田原市にも声をかけて入っていた

だくようなことを考えている。

○委員長 確認だが、補正は矢板市と那須町の合同事業に対する補正ということでよいか。

○総合政策課長 予算については、あくまでも那須町との連携を図ったなかでの矢板市分の予

算ということでご理解いただきたい。

○委員長 １３頁の児童措置費のなかで、扶助費が増加した理由について、最初は給付単価の

増額との説明だったが、その後、対象が増えたとの説明もあったが確認させていただきたい。

○総務課長 給付単価が上がったことと、０から２歳児を預ける数も増えた。双方が増えたと

いうことである。

○委員長 単価と総数の増加によるということでよいか。

○総務課長 お見込みのとおり。

○子ども課長 追加説明するが、総数はそこまで変わらないが０から２歳児の割合が増えたと

いうこと。総務課長説明にあったように０から２歳児は、園によって異なるが２０万円ほど

かかる。例えば５歳児であれば５万円程度しかかからないので、０から２歳児の割合が増え

ると合計の金額が上がるということと保育単価も上がったことを合わせてのことである。

○委員長 ほかに質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第１号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１号は、原案のとおり可決された。

【議案第２号】

○委員長 次に、「議案第２号 平成２８年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第２号）」を

議題とする。提案者の説明を求める。

○高齢対策課長（石﨑五百子）

（「平成２８年度矢板市補正予算書」７頁を朗読。８頁から９頁により款及び補正額を朗読。「予
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算に関する説明書３０頁から４０頁により説明。）

今回の補正の主な理由は、先ほど総務課長からも説明があったとおり、人事院勧告に伴う人

件費の整理と平成２８年度からスタートした矢板元気シニア地域活動応援ポイント事業、通称

お元気ポイント事業の登録者数が増加したことによるものである。

歳入

介護保険給付費、介護予防ならびに地域包括支援センターの費用を計上している。介護保険

料、基金については、市民の皆様からいただくものが半分。国・県・市が半分をもってこの事

業を展開している。それぞれ施設費等、若干率は変わる。基金繰入金については、介護保険料

の不足を補うもの。

歳出

現在の矢板市における高齢者の状況についてであるが、６５歳以上の高齢者数が９，６９２

人。人口３３，４８２人に対する高齢化率は２８．９％である。介護認定者については１０月

末現在で１，５３８人。第１号被保険者に対する割合は１５．９％。介護保険料は月額５，２

００円。４０歳から６４歳までの第２号被保険者平均で５，３５２円。これらをもってこの事

業を展開している。

１款１項１目 一般管理費は４３万円の増で、人勧に伴う５人分の給与費等。

１款２項１目 賦課徴収費は７４万４千円の増で、税務課職員１人分の給与費等４万４千円

の増と、還付が多かったことによる事務費７０万円の増。

２款 保険給付費は、認定者の増加によりそれぞれの給付費が上がっている。１項は要介護

１から５までの方。２項は要支援１から２までの方。介護認定を受けた方は受けられるも

のである。補正を含め全体で２７億円からの額を計上している。なるべく減らしたいとは

思っている。他に高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費、特定入所者介

護サービス等費を計上している。

３款１項２目 介護予防一般高齢者施策事業費１７９万４千円の増については、保健師１名

分の給与費等４万４千円の増と、お元気ポイント事業登録者の増加により１７５万円を計

上している。当初６００人を予定していたが、現在９５０人を超えている。１人当たり５

千円を上限としているので、３５０人分を計上させていただいた。お元気ポイント事業は

きらきらサロンやシニアクラブ、介護保険施設に行き、活動していただいたものに対して

１ポイント１００円相当を出している。介護予防も含めているので、そちらのほうに何ら

かの効果があると思っている。なお、単にポイントを付与するばかりではなく、これから

第２段階として、シニアボランティアの育成に繋げていきたいと考えている。今年度は皆

さんの活動を応援し、次年度以降は少しずつ地域で活動できる方を育成していくものとし

て活用していきたい。

３款２項１目 介護予防ケアマネジメント事業費７千円の増は、人勧による職員２人分の給
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与費等。

３款２項７目 認知症総合支援事業費３万６千円の増は、人勧による職員１名分の給与費等。

給与費明細書については、高齢対策課介護保険担当、税務課職員１人、保健師２人、地域包

括支援センター２名の計１０人分の明細である。

○委員長 これより議案第２号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○髙瀬委員 ３７頁の介護予防一般高齢者施策としてお元気ポイント事業が予定より多く９５

０人ということはすばらしいことかと思うが、男女の比率は把握しているか。

○高齢対策課長 データを持っていないの調べて報告したい。

○委員長 審査終了後の報告ということでもよろしいか。

○髙瀬委員 了解した。恐らく今は女性のほうが多いのではないかと思うが、きらきらサロン

では最近男性の方もボランティアをするようになったとのことなので、男性がそこにいるこ

とが分かるともっと増えてくるのではないかと思う。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第２号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第２号は、原案のとおり可決された。

【議案第３号】

○委員長 次に、「議案第３号 平成２８年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

」を議題とする。提案者の説明を求める。

○健康増進課長（細川智弘）

（「平成２８年度矢板市補正予算書」１１頁を朗読。１２頁から１４頁及び「予算に関する説

明書」４４頁から５０頁により説明。）

今回の補正は、人事院勧告による職員給与費等の調整、後期高齢者支援金の確定による減

額、介護納付金の確定による増額及び昨年度の国の負担金の超過交付による返還金に不足が

見込まれることなどによるものである。

歳入

４款１項１目 療養給付費等負担金及び４款２項１目 財政調整交付金は、歳入６款の前期

高齢者交付金が減額、歳出３款の後期高齢者支援金が減額、６款の介護納付金が増額見込

みであるため、増額調整するもの。



13

６款１項１目 前期高齢者交付金は、平成２７年度の額の確定による減額補正。

７款２項１目 財政調整交付金は、先ほど申し上げた歳入６款の前期高齢者交付金が減額、

歳出３款の後期高齢者支援金が減額、６款の介護納付金が増額見込みであるため、増額調

整するもの。

１１款１項１目 一般会計繰入金は、職員給与費等の増額補正。

１２款１項２目 その他繰越金は、平成２７年度繰越金の増額補正。

歳出

１款１項１目 一般管理費２１万９千円の増は、人勧に伴う健康増進課職員３人分の給与費

等１４万７千円の増と、通信運搬費として、短期保険証及び資格者証の郵送料が不足する

ため７万２千円を増額する。

１款２項１目 賦課徴収費９万３千円の増は、人勧に伴う税務課職員２人分の給与費等。

３款１項１目 後期高齢者支援金等３，０６７万２千円の減は、平成２７年度の額の確定に

よるもの。

６款１項１目 介護納付金１，６８０万２千円の増は、平成２７年度の額の確定によるもの。

８款２項１目 特定健康診査等事業費４万円の増は、人勧に伴う健康増進課職員１人分の給

与費等。

１０款１項３目 償還金５，５６８万２千円の増は、平成２７年度国庫負担金の超過交付に

よる返還に不足が生じるためのもの。

給与費明細書については、人勧による職員６人分の給与費等の明細。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込

み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書については、平成２９年度から平成３１年度

までの３年間で、集団健診により行う４０歳から７４歳までの特定健康診査の委託契約につい

て、限度額を４，５６０万円として長期契約を行い、安定的かつ継続的に健診事業を行えるよ

うにするためのもの。

○委員長 これより議案第３号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○中村有子委員 ４７頁。事務費のなかの通信運搬費７万２千円の増加理由について、

短期保険証と資格者証の郵送料とのことだが、見込みより増えたということか。

○健康増進課長 毎年９月に保険証を年次更新している。その発送にかかる予算として５千通

を見込んでいたが、実際は５，１２４通だった。これは簡易書留で、予想しなかった１２４

通の郵送料が発生したため、以降の郵送料が足りなくなったということである。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第３号は、原案のとおり決定す
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ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第３号は、原案のとおり可決された。

【議案第４号】

○委員長 次に、「議案第４号 平成２８年度矢板市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）」を議題とする。提案者の説明を求める。

○健康増進課長

（「平成２８年度矢板市補正予算書」１５頁及び１６頁を朗読。「予算に関する説明書」５６

頁及び５７頁により説明。）

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込

み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書で、後期高齢者健診業務委託として、限度額

を２，４９０万円とし、平成２９年度から平成３１年度までの３年間、７５歳以上の方及び一

部６５歳以上の方も該当する健診について長期契約を行い、安定的かつ継続的に健診業務を行

えるようにするためのもの。

○委員長 これより議案第４号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第４号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第４号は、原案のとおり可決された。

○委員長 暫時休憩する。 （１１：３１）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１１：３１）

【議案第８号】

○委員長 次に、「議案第８号 矢板市行政組織条例の一部改正について」を議題とする。提案

者の説明を求める。

○総務課長

（「提出議案説明書」３頁、「議案書」５頁を朗読。６頁から８頁により説明。）

今回の一部改正については、ご迷惑をお掛けしたが過日遅ればせながら全員協議会におい

て説明させていただいた。部制の復活ということで組織の変更が生じた。それに伴い、条例

に規定しているもの、６頁の第１条に部があるが、今現在の条例ではこれが課になっており、

別表の第２条関係において、その事務分掌が記載されている。

今回は部制復活ということで、市長の権限に属する事務の分掌になる。総合政策部、総務
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部、健康福祉部、市民生活部、経済建設部、上下水道事務所の６部を新たに規定し、第２条

中、課を部に改める。

別表の第２条関係として、それぞれの事務分掌を大括りで規定させていただいている。今

回の部制復活に伴い大きく変わったものとして、市民生活部を新たに部として設置している。

前回の部制時は市民部であった。現在の課名で言うと、社会福祉課、高齢対策課、子ども課、

健康増進課、くらし安全環境課、市民課ということで非常に多くの課を抱えていた。子ども

課あるいは福祉などの仕事量が増え、深度も深まっているということで切り離しをして、当

時の市民部を健康福祉部と市民生活部としている。なお、市民生活部には、この規定にはな

くこれから規則に委任することになるが、危機管理のセクションを立ち上げて、市民生活部

長には危機管理の統括という立場になってもらうことが大きな変更点になる。

細分化した事務事業については今後規則で規定するが、条例ではこの通りの内容とさせて

いただきたい。全員協議会でも申し上げたが、現在は７級が最高でそれが参事。副参事が６

級としている。他市町では８級を使っているが、矢板市では７級を上限とさせていただいて

いる。参事職については財源及び人的分野も考慮し、ポストの数は今までと変わらず１０と

し、今と同じような人員配置、給料体系で臨みたいと考えている。

部を設置することにより、今まで並び課長であったのでなかなか統括ができない、組織の

トップがない、決裁権がないということで、部門をまとめる立場であった参事に決裁権がな

かった。そこに決裁権を与えることにより、部の調整、統括、強化を図っていくことが大き

な狙い。

○委員長 これより議案第８号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○大島委員 以前我々も経験しているが、部制になると議会関係の答弁等については部長がす

るのだろうと思うが、その辺りの責任体制、課長にも若干はあったかと思うが、部の中での

実質的な指揮命令系統、仕事の内容はどのようになると考えているか。

○総務課長 議会答弁については今後検討する。というのは、２５市町を調べると部制をとっ

ているところが多い。本市での以前の部制では部長が答弁をしていたが、他では部長と課長

が答弁するところもある。大きな市になると通告された質問に対し、関連する課長が出席す

るところもあれば、全課長が出席するというところもあったため、今後の検討課題とさせて

いただきたい。ただし、４月には施行したいと考えているため、６月議会には何らかの形で

部長が答弁するのか、あわせて課長が答弁するのかという答えは施行前には出したい。

また、課の取りまとめ、調整については、かつては部長、課長の下に部内を調整する調整

担当主幹という立場の職員がいたが、６部になると６人増えることになるため今回は置かず、

幹事課になるかと思うが、その課の課長補佐あるいは部長が調整するということになる。

あわせて、総務部長兼総務課長のようにほとんどは兼務部長となり、専任部長はできるだ

け置かない予定である。

○大島委員 課制になって久しいが、これまでの経験のなかで、冒頭に答弁があったように議

会対策だけで部長が終わるようなことがないように。小さい市、だんだんコンパクトになっ
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ていく人口構成のなかで、責任をしっかり持ったなかでの議会答弁等を含み、良い意味で両

方を経験したと思う。その経験者もいると思うので、ぜひ前向きに、十分な責任、執行

体制ができるように要望する。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ私から確認したいが、課の数や名称は今のままか。

○総務課長 部制を論じるのに非常に時間を要し、課については、浸透してきているので、あ

まり変えないようにしたい。ただし危機管理については班的なもので特出しをし対応したい。

○委員長 この後、課の編成についても見直しをし、議会に上程される可能性があるというこ

とか。

○総務課長 課については規則委任による。

○委員長 私からのお願いとして、通例として来年の５月には議会のほうも所管常任委員会の

編成が変わる。６月議会には対応を示すということだが、決まった場合は早めに方向性を示

していただきたい。また、今回条例の一部改正ということだが、新旧の比較ができないとど

こがどう変わるのかが分からない。条例案との比較ではなく、どのような形で変わるのか組

織図をお示しいただければより理解しやすかったかと思うので、今後機会があればぜひお示

しいただきたい。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第８号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第８号は、原案のとおり可決された。

【議案第９号】

○委員長 次に、「議案第９号 矢板市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正

について」を議題とする。提案者の説明を求める。

○総務課長

（「提出議案説明書」４頁、「議案書」９頁を朗読。１０頁から１３頁により説明。）

今回の一部改正は、平成２７年の人事院勧告により、一般職の勤務時間あるいは休暇等に

関する法律が一部改正になり、大きなものとしては、まず時間をずらして出勤し、勤務にあ

たるフレックスタイム制が原則としてすべての職員に拡充されたこと。次に、育児、介護等

を行う職員については、日曜日と土曜日、これを週休日と呼ぶが、これに加えもう１日週休

日を設けることができるようになった。このふたつの改正に伴い条例を整備するもの。

議案書１０頁、本文３行目は、項ずれを改めるもの。
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本文４行目、第３条に次の２項を加えるとあるが、これがフレックスタイム制についての規

定。フレックスタイムを希望する職員から申告があった場合には、公務に支障がない範囲

で認められるもの。始業・終業時間の割り当てを変更することができる。一週間の勤務時間

は３８時間４５分だが、この時間を変えずに一日休むことができるようになる。したがって

日によっては１０時間働く場合もある。これを４週間を越えない範囲内で付与するもの。

第４項第１号は、育児、介護についての規定。

第４項第２号は、前号に類する状況にある職員についての規定。

議案書１１頁、本文１０行目は、土曜日、日曜日の日直業務についての規定。

１７行目は、小学校就学前の子がいる場合等についての規定。なお、学校教育法の改正があ

り、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校も新たな学校の種類とし

て追加されている。

議案書１２頁、本文５行目、第１８条の次に次の１条を加えるとあるが、これは非常勤職

員の勤務時間、休暇等について、これまで条例に規定していなかったものを条例に規定する

もの。なお、この条例は公布の日から施行する。

○委員長 これより議案第９号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第９号は、原案のとおり決定す

ることに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第９号は、原案のとおり可決された。

○委員長 暫時休憩する。 （１１：５８）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１２：５５）

○委員長 午前中の議案第２号の審査のなかで、髙瀬委員の質疑に対し、後で回答をもらうこ

ととした内容についての答弁を求める。

○高齢対策課長 お元気ポイント事業登録者の男女比について、１１月現在で、いわゆる６０

歳から高齢者を支えるきらりんサポーターが男性８人、女性３９人の合計４７人。介護予防

を中心とする６５歳以上のにこにこメイトが男性２８５人、女性６２６人の合計９１１人。

ふたつを合わせると、男性が２９３人で約３割。女性が６６５人で約７割。合計登録者数は

９５８人である。

【議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号】

○委員長 次に、「議案第１０号 矢板市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について、議案第１１号 矢板市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につい

て、議案第１２号 矢板市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与
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の特例に関する条例の一部改正について」を一括議題とする。提案者の説明を求める。

○総務課長

（「提出議案説明書」４頁、「議案書」１４頁、１６頁及び１８頁を朗読。１５頁、１７頁、

及び１９頁から２９頁により説明。）

平成２８年人事院勧告に準じ、６月と１２月に支給している期末手当について、年間で１

００の１０引き上げに伴う一部改正などを行うもの。

議案第１０号、議案第１１号

本文１行目、第１条は、１２月支給の期末手当について、１００分の１６５を１００分の

１７５とする。

本文４行目、第２条は、６月支給の期末手当について、１００分の１５０を１００分の１

５５とし、１２月支給の期末手当について、１００分の１７５を１００分の１７０とする。

附則については、この条例は公布の日から施行することするが、第２条の規定は平成２９

年４月１日から施行することとしている。また、第１条の規定については平成２８年４月１

日から施行することとし、１年分を１２月で一括支給することを規定している。今年度は４

月に遡って支給するが１２月に一括して支払い、来年度以降については例年通り６月、１２

月それぞれ分けて支払うということになる。

議案第１２号

議案名のとおり、二つの条例を改正するものである。職員については勤勉手当の引き上げ

となり、率は同じく１００分の１０。合わせて補正予算の際に説明したが、新採用職員につ

いては月１，５００円給料が上がる。同様におおむね勤務年数８年目までの若年世代の職員

についても同様に１，５００円上がる。それ以外の職員は４００円ほど上がる。このことに

伴い給料表を改正するもの。給料表以降については扶養手当の改正についての規定。人事院

勧告で民間との差があるので引き上げるということがあったが、扶養手当についても改正が

あり、これまで配偶者については１万３千円だったものが来年度は１万円となり、平成３０

年には６，５００円となる。その分、子どもに対しては現在６，５００円が来年度は８千円、

平成３０年度は１万円とし、子どもへの扶養手当を厚くするもの。

なお、扶養義務から外れるなどの変動があった場合は任命権者への報告が必要になるので、

用語の整理とともに規定している。

また、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についても、１

００分の１０引き上げになる。任期付職員給料表についても、引き上げ後の内容を規定して

いる。

附則については、施行期日、経過措置等を定めている。段階的に子どもの扶養手当が上が

り、配偶者の扶養手当が下がることについても定めている。

○委員長 これより議案第１０号、議案第１１号及び議案第１２号に対し、質疑を行う。質疑
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はないか。

○石井委員 この改正による人件費の増加見込みはどれくらいか。

○総務課長 １，２００万円ほどである。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより一括採決する。議案第１０号、議案第１１号及

び議案第１２号は、原案のとおり決定することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１０号、議案第１１号及び議案第１２号は、

原案のとおり可決された。

【議案第１３号、議案第１４号】

○委員長 次に、「議案第１３号 矢板市市税条例等の一部改正について、議案第１４号 矢板

市国民健康保険税条例の一部改正について」を一括して議題とする。提案者の説明を求める。

○税務課長（鈴木康子）

（「提出議案説明書」４頁、「議案書」３０頁及び４４頁を朗読。３１頁から４３頁及び４５

頁から４７頁により説明。）

議案第１３号

今回の改正の概要については、１１月に開催された全員協議会において説明したが、主な

改正点は６項目である。

１、２項目目が、第１９条から個人市民税及び法人市民税の延滞金の計算期間の見直しに

ついて。

３項目目が、３４頁下から２行目、附則第５条の４、特定一般用医薬品等購入費を支払っ

た場合の医療費控除の特例の新設について。

４項目目が３５頁上から８行目、附則第８条の２、固定資産税等の課税標準の特例の追加

による再生可能エネルギーの発電設備の特例割合について。第５項の太陽光発電設備及び第

６項の風力発電設備については、３分の２に、第７項の水力発電設備、第８項の地熱発電設

備及びバイオマス発電設備については、２分の１に定める。

５項目目として、同頁下から５行目、附則第１４条、軽自動車税の税率の特例の１年延長

について。

最後に６項目目が、３７頁６行目、第１８条の２、特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例の新設によるものである。

次に４１頁。第２条 矢板市市税条例の一部を改正する条例の一部改正については、法人

市民税の延滞金の計算の見直しに伴う改正となる。
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附則については、施行期日について、第１条、個人市民税及び法人市民税の延滞金の計算

期間の見直し及び特定適用利子等及び特定適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例につ

いては、平成２９年１月１日から、軽自動車税のグリーン化特例については、平成２９年４

月１日から。特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例については、平

成３０年１月１日からそれぞれ施行となる。第２条から、４３頁の第４条までについては、

市民税、固定資産税、軽自動車税に関する経過措置である。

議案第１４号

こちらの改正の概要についても、１１月の全員協議会において説明したが、特例適用利子

等に係る国民健康保険税の課税の特例の新設による改正で、平成２９年１月１日から施行と

なる。

○委員長 これより議案第１３号及び議案第１４号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより一括採決する。議案第１３号及び議案第１４号

は、原案のとおり決定することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１３号及び議案第１４号は、原案のとおり

可決された。

【議案第１５号】

○委員長 次に、「議案第１５号 財産の処分について」を議題とする。提案者の説明を求める。

○総務課長

（「提出議案説明書」４頁、「議案書」４８、４９頁を朗読及び説明。）

土地の売り払いに伴うもので、今回の２箇所の土地それぞれを坪数にすると、９４０坪、

８３０坪である。１１月の全員協議会で処分についての明細及び位置図があったかと思うが、

木幡土地区画整理事業地内北側にある、線路から一街区東に入ったところでほぼ並んでいる

ようなところである。土地の価格については毎年販売前に不動産鑑定をとっており、７月時

点での評価で坪約４万円の土地と宅地である。

○委員長 これより議案第１５号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

○石井委員 坪約４万円ほどで売却したとのことだが、もとの財産は保留地だったかと思う。

当初売却益を見込んでいたかと思うが、それはどの程度見込んでいた額が今回約４万円で売

却になったのか。

○総務課長 説明が足りず申し訳ない。この土地は保留地ではなく、区画整理をする前に北側
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に平屋建ての県営富田住宅があったころの敷地が市の土地で、今回脚光を浴びて区画整理を

行ったおかげで良い土地、街区になり、初めて鑑定にかけ売ることができた土地である。

○委員長 ほかに質疑はあるか。

（なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第１５号は、原案のとおり決定

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決された。

【議案第１７号】

○委員長 次に、「議案第１７号 片岡デイサービスセンターの指定管理者の指定について」を

議題とする。提案者の説明を求める。

○高齢対策課長

（「提出議案説明書」５頁、「議案書」５１頁を朗読及び説明。）

現在、片岡デイサービスセンターの指定管理者は、矢板南病院を運営している医療法人社

団あかね会である。平成２９年３月３１日で終了するため、指定管理者を指定することとし

たもの。介護保険制度の改正で通所介護のあり方が過渡期にある。また、要介護者の心身の

特性から、施設と医療者の信頼関係が重要となること、事業内容を熟知した運営のノウハウ

があることから、医療法人社団あかね会を指定し、非公募とした。平成２８年１０月２４日

に指定管理者選定委員会を開催し、慎重に審査した結果、適当であると認めたもの。指定期

間は４年間で指定管理料は無料である。

○委員長 これより議案第１７号に対し、質疑を行う。質疑はないか。

（質疑なし）

○委員長 なければ議案に対する質疑はこれで終了する。つづいて討論を行う。討論はないか。

（討論なし）

○委員長 なければ討論を終了する。これより採決する。議案第１７号は、原案のとおり決定

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決された。

【陳情第２３号】

○委員長 次に、「陳情第２３号 「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」に関する陳情」を

議題とする。事務局に陳情文書の朗読を求める。

○事務局
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（「陳情文書表」３頁を朗読）

なお、補足として、意見書の提出を求められていることを申し添える。

○委員長 意見はないか。

○中村有子委員 陳情の願意は妥当であると思う。医療費負担が１割から２割になったり、高

額療養費が引き上げになったりすることは、高齢者の年金生活に対してはかなりの負担にな

るかと思う。しかしながら、医療保険制度の全体的なことを考えると、保険制度の困窮とい

うものも考え合わせなければいけないのではないかという気もする。まだ審議中であると思

うので、我々も調査研究をし、審議をより深めていきたいと思い、継続審査でお願いしたい。

○委員長 暫時休憩する。 （１３：３９）

○委員長 休憩前に引き続き、会議を再開する。 （１３：４１）

○委員長 ほかに意見はないか。

（意見なし）

○委員長 なければ意見はこれにて終結する。これより採決する。陳情第２３号は､継続審査と

することに異議ないか。

（異議なし）

○委員長 異議なしと認める。よって、陳情第２３号は、継続審査とすることに決定した。

【委員長報告】

○委員長 以上で、この委員会に審査を付託された案件等は、すべて終了したが、委員長報告

については、私に一任願えるか。

（異議なし）

○委員長 それでは、私に一任願う。

【閉会】

○委員長 これで総務厚生常任委員会を閉会する。 （１３：４２）


